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No.8 印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書 

計画の 

概要 

①計画名、策定年月：印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書、平成１６年２月 
②対象流域または対象行政区界：千葉県 印旛沼流域 

③策定の枠組み：策定主体 千葉県土木部河川海岸課 

検討主体 印旛沼流域水循環健全化会議 

検討期間 平成１３年１０月～平成１６年２月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[No.8 印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書] 



 1-43

策定の背

景、目的 

①背景 

『昔から私たちは、印旛沼とともに生き、その豊かな恵みを受けてきました。時

には洪水のような試練もありましたが、人々は印旛沼に畏敬の念を持って接し、印

旛沼文化というべき独特の生活文化を形成してきました。私たちは、印旛沼に安ら

ぎを覚え、心のふるさとを感じます。 

しかしながら今日の印旛沼は、都市化や経済社会活動などの影響により、水質汚

濁が進行して環境基準を大幅に上回り、水道水源である湖沼としては全国水質ワー

スト１となっています。また、印旛沼の水源である流域の里山や谷津の環境が変容

し、沼内では多くの在来動植物が消滅するとともに、ナガエツルノゲイトウなどの

外来種が進入するなど、自然環境も年々悪化しています。 

一方、住宅開発等の急激な土地利用の変化などにより洪水流量が増加し、流入河

川の流域では水害被害の発生もしています。 

印旛沼は流域の環境とわれわれの生活を映す鏡です。印旛沼の水質浄化と、健全

な印旛沼生態系の保全・再生、水害被害の軽減を図り、印旛沼とともに永く生きる

ことを目指さなければなりません。水清く、自然の恵みにあふれ、穏やかで豊かな

印旛沼を再生し、子どもたちに引き継いでいくため、印旛沼に関わる全ての住民・

企業・行政は今後、それぞれの役割を認識し、協働して印旛沼の再生のために取り

組んでいく必要があります。 

流域の健全な水循環の回復による「恵みの沼」の復活は、一朝一夕で達成しうる

ものではなく、長期間にわたる努力が必要です。そこで、約３０年後の２０３０年

を「恵みの沼」再生の目標年次として設定し、「印旛沼方式」の考え方を取り入れた

「印旛沼流域水循環健全化計画（長期構想）」を策定することとしました。 』 

 

②計画の基本理念・目標 
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 ③計画期間 

中期構想計画１０年間（平成１２年～平成２２年） 

長期構想計画３０年間（平成１２年～平成４２年） 

 

現況把握 流域（行政区域）の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 ①平常時水量の変化 

・市街地化が進み、コンクリートやアスファルトなどで被覆された面積が増えた

ため、雨水が地下に浸透する割合が減少した。 

・谷津など自然地の改変や埋め立てにより、湧き水の適地が減少した。 

・山林面積が減少し、水源涵養力が低下した。 

・これらの原因により、川や沼での湧き水の量が減少し、平常時の河川流量が減

少した。 

 

②水質の悪化 

・家庭からの処理されていない生活雑排水が、水質悪化を引き起こしている。 

・降雨時に雨水が地下に浸透せずに地表面を流れるようになり、地表面の汚濁物

質を流し出すようになった。 

・化学肥料使用量の増加が、湧水や河川、印旛沼の窒素汚濁を引き起こしている。

・河川・水路の直線化、コンクリート化などの改修により、自然の浄化機能が低

下した。 
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 ③生態系の劣化、生物多様性の減少 

・土地改変や谷津の埋め立てなどにより、生物の良好な生息場が減少し、生態系

が変化した。 

・印旛沼の水質の悪化、水深の増加等により、水生生物の生息・生育域が減少・

劣化した。 

・環境劣化や外来種の侵入等により、かつて見られた在来の野生動植物が激減し

た。 

・生物多様性が豊かであったかつての生態系は姿を消し、外来種が多く、また人

工的な要素の多い生態系へと変質している。 

 

④親水性の低下⑤人と水の関わりの希薄化 

・沼・河川で漁業など水に関わる仕事に従事する人々が少なくなっている。 

・お浜降りなど水と関わりのある伝統的行事が衰退している。 

・堤防の築堤、河道のコンクリート化により、水辺に近づきにくくなっている。

 

⑥水害被害の発生 

・流域の開発や市街地化に伴い、降雨時の河川流量が増大し、水害被害などが発

生している。 

 

対策の 

方針 

②対策の基本方針 

1)水循環の視点、流域の視点で総合的に解決する計画 

印旛沼とその流域全体の視点から、また治水・水質・生態系・親水利用など総

合的な水循環の視点から、恵みの沼の再生を目指す。 

2)印旛沼の地域特性に即した計画 

印旛沼流域の都市域や農村域など、それぞれの地域の特徴を踏まえて取り組み

を進める。 

都市域：生活雑排水の増加による水質悪化、コンクリート・アスファルト等地

表覆面の拡大による雨水の地下浸透の減少、降雨に伴う地表面からの

汚濁物質流出の増大 

農村域：肥料使用量増大による湧水の窒素汚濁、山林・谷津開発による水源劣

化 

3)みためし計画 

計画の実行状況、目標の達成状況を常に確認しながら、計画を進めていく。つ

くったら終わりの計画ではなく、必要に応じて計画を点検し、見直す。住民と共

に進める計画 

市民団体・水利用者・行政が一堂に会して計画を策定し、実践する。流域住民

は、種々の取り組みやモニタリング調査などで、幅広く計画の実践に参加する。

また、流域住民の啓発や環境教育を推進する。さらに、水循環健全化に向けたア

イデア・提案を、広く住民から募集するしくみをつくる。 

 

4)行政間の相互連携による計画 

流域市町村・千葉県・国が、また河川・環境・農林水産・上下水道・都市・教

育など各部局が、水循環健全化のために横断的に協力して計画を実践していく。
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具体的対

策の概要

と評価 

①具体的対策の概要 

1)雨水を地下に浸透させる 

・雨水を貯め、浸透させる施設を、住宅に設置する。 

・歩道や駐車場など道路を透水性舗装で整備する。 

・流出抑制を目的とした貯留施設（学校校庭など公共施設貯留、雨水調整池な

ど）は、浸透機能を持たせる。 

2)家庭から出る水の汚れを減らす 

・下水道や農業集落排水施設を整備する。 

・下水道整備域内未接続家庭の下水道接続を推進する。 

・合併処理浄化槽、特に窒素・リンを除去できる高度処理型合併処理浄化槽の

設置を推進する。 

・浄化槽の適切な維持管理を徹底する。 

・家庭における台所などの雑排水対策を推進する。 

3)環境にやさしい農業を推進する 

・収量・品質を確保しつつ、土づくり等を通じて、化学肥料の削減を図る。 

・農薬と化学肥料を従来の半分以下にする、ちばエコ農業を推進する。 

・水田で使用した水を印旛沼に入れず再び水田に戻す、循環かんがい施設を整

備する。 

・窒素濃度の高い湧水を水田用水として利用し、窒素を削減する。 

 

4)湧水と谷津田・里山を保全・再生し、ふるさとの生き物を育む 

・山林や斜面林、伝統的谷津田を保全し、里山の自然を再生する。 

・湧水の保全・利用を進める。 

・市街地を緑化し、公園や農地を保全する。 

・印旛沼において、水辺の水生植物群落の保全・拡大を図る。 

・多自然型川づくりや水路コンクリート護岸の再自然化を進める。 

・ナガエツルノゲイトウなどの外来種対策を進める。 

・谷津や水辺へのゴミの不法投棄に対する監視を強化する。 

5)水害から街や公共交通機関を守る 

・鹿島川、高崎川、花見川（印旛放水路）などで河道整備を進める。 

・沈下した印旛沼の堤防を、本来の高さに嵩上げする。 

・洪水を一旦貯留する調整池・調節池を設置する。 

・水田を保全し、遊水機能を確保する。 

・印旛沼や河川周辺にある排水機場を整備・改修し、内水氾濫を防ぐ。 

・各戸貯留・浸透施設の整備、透水性舗装の整備などを進める。 

[No.8 印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書] 



 1-47

 ②関係主体の連携(推進体制) 

推進体制：印旛沼流域水循環健全化会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対策効果の評価 

モニタリング調査について、以下の図に示す。 

 

 

 

 

策定時の

住民の関

わり 

委員会への参加 

 印旛沼流域水循環健全化会議の委員として、数グループの住民団体の代表が参加

している。 
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